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国
民
健
康
保
険
の

国
民
健
康
保
険
の

　
　『
修
学
中
の
特
例
制
度
』
に
つ
い
て

　
　『
修
学
中
の
特
例
制
度
』
に
つ
い
て

現
在『
マ
ル
学
制
度
』の

対
象
と
な
っ
て
い
る
人

①
４
月
以
降
も
継
続
し
て
修
学
す
る
場
合

・
現
在
お
持
ち
の
マ
ル
学
保
険
資
格
の

有
効
期
限
は
３
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま

す
。

・
資
格
を
延
長
す
る
た
め
に
は
、
４
月
以

降
に
届
出
が
必
要
で
す
。

（
３
月
中
に
届
出
を
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。）

・
詳
細
は
、
３
月
下
旬
頃
に
お
送
り
す
る

通
知
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

②
学
校
を
卒
業（
退
学
）し
、
そ
の
後
の
住

所
が
田
布
施
町
で
な
い
場
合

・
特
例
制
度
は
適
用
さ
れ
な
い
た
め
、
届

出
が
必
要
で
す
。

◇
必
要
な
も
の

・
国
保
の
資
格
確
認
書
（
お
持
ち
の
人
の

み
）

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
へ

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
へ

令
和
８
年
度

令
和
８
年
度

　　
外
来
人
間
ド
ッ
ク
等
助
成
事
業

外
来
人
間
ド
ッ
ク
等
助
成
事
業

検査項目 実施医療機関
自己負担額（実費用の３割）
基本検査 追加検査

　基本検査（視力・聴力
検査、血液検査、心電図、
胸部・胃部X線撮影など）
※希望者は、追加で子宮
がん検査、乳がん検査
を実施することができ
ます。また、脳検査は
周東総合病院で70歳未
満のみ実施します。

周東総合病院
※70歳以上の脳検査は実施
しません。
※乳がんはﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰのみ。

12,150円
子宮がん：660円
乳がん：1,460円
脳：7,000円

光市立大和総合病院
※乳がんはﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰのみ。

12,210円
子宮がん：1,980円
乳がん：1,860円

・
卒
業（
退
学
）年
月
日
が
分
か
る
書
類

※
卒
業
証
書
や
卒
業（
退
学
）証
明
書
な
ど

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
わ
か
る
も
の
お
よ
び
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の
）

新
規
に『
マ
ル
学
制
度
』の

対
象
と
な
る
人

　
転
出
の
手
続
き
を
し
た
後
に
、
特
例
制

度
の
届
出
が
必
要
で
す
。

◇
必
要
な
も
の

・
国
保
の
資
格
確
認
書
（
お
持
ち
の
人
の

み
）

・
学
生
証（
写
し
可
）ま
た
は
在
学
証
明
書

（
写
し
不
可
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
わ
か
る
も
の
お
よ
び
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の
）

健康保険課からのお知らせ

　
田
布
施
町
国
民
健
康
保
険
で
は
、
被
保
険
者

を
対
象
に
『
外
来
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
の
利
用
料

金
の
助
成
』
を
行
い
ま
す
。
人
間
ド
ッ
ク
は
、

生
活
習
慣
病
の
早
期
発
見
ば
か
り
で
な
く
、
検

査
結
果
に
応
じ
て
生
活
習
慣
を
見
直
す
機
会
に

な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
年
に
一
度
は
人
間
ド
ッ
ク

で
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
し
ょ
う
。

◇
対
象
者

受
診
日
時
点
で
田
布
施
町
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者

※
75
歳
の
誕
生
日
以
降
か
ら
は
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
の
被
保
険
者
に
変
わ
る
た
め
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

◇
受
診
限
度

１
人
あ
た
り
１
年
度
に
１
回

◇
申
込
方
法

４
月
1
日
以
降
に
保
険
資
格
が
確
認
で
き
る

も
の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
資
格
確
認

書
な
ど
）を
持
参
の
上
、
健
康
保
険
課（
１
階

⑥
窓
口
）で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
６
月
１
日
以
降
に
申
し
込
む
場
合
は
、
５
月

中
旬
に
送
付
す
る
特
定
健
康
診
査
の
受
診
券

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
人
間
ド
ッ
ク
を
利

用
す
る
場
合
、
特
定
健
康
診
査
を
受
診
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
現
在
、
田
布
施
町
の
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
し
て
い
る
人
で
、
修
学
の
た

め
に
町
外
に
転
出
し
た
後
も
親
元
か
ら
生
活
費
な
ど
の
支
援
を
受
け
る
場
合
は
、『
修

学
中
の
被
保
険
者
の
特
例
（
マ
ル
学
制
度
）』
に
よ
り
、
引
き
続
き
田
布
施
町
国
保
の

加
入
者
と
な
り
ま
す
。

　
特
例
制
度
の
対
象
と
な
る
と
き
や
、
卒
業
な
ど
に
よ
り
対
象
で
な
く
な
る
と
き
は
届

出
が
必
要
で
す
。
健
康
保
険
課
（
1
階
⑥
窓
口
）
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
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｢かかりつけ医｣や｢かかりつけ薬局｣
をもちましょう

休日や夜間の診療は控えましょう

整骨院や接骨院を利用する際は事前に確認しましょう

　日常的な病気の治療や相談などに応じてもら
え、病歴や健康状態を常に把握する『かかりつけ
医』をもつことで、健康管理に関する適切なアド
バイスを受けることができます。また、『かかり
つけ薬局』をもつことで、複数の医療機関で処方
される薬が重複していないか、危険な飲み合わせ
はないかなどのチェックができます。

　休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急
性の高い患者さんのためのもので、医療費も高く
設定されています。緊急時以外は、平日の時間内
に受診することを心がけましょう。

　整骨院や接骨院で施術を受ける場合は、保
険給付の対象になるものと対象にならないも
のがありますので、事前に確認をされた上、
施術を受けましょう。保険給付の対象になら
ないものと確認された場合は、全額自己負担
(保険給付費の返還)となりますのでご注意
ください。
・施術を受ける前に、整骨院や接骨院の施術

者に負傷原因 ( いつ、どこで、何をして、
どのような症状かなど ) の詳細を、十分説
明してください。

・長期間施術を受けているにもかかわらず
症状が改善されない場合は、外傷性の要因
ではなく病気などの要因も考えられますの
で、医師による診断を受けましょう。

○ … 保険給付の対象になるもの
・骨折・脱臼の施術（応急手当をする場合を除き、あら

かじめ医師の同意がある場合のみ）
・外傷性のねんざ・打撲・挫傷（肉離れなど）
※ただし、上記のうち病院や診療所で同じ負傷の治療を

受けている場合は、保険給付の対象になりません。
× … 保険給付の対象にならないもの
・単なる（疲労性・慢性的な要因からくる）肩こりや筋肉

疲労
・仕事やスポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛
・病気（神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど）

が原因の痛みや肩こり
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状の改善がみられない長期の施術
・労災保険が適用される仕事中や通勤途上に起きた負傷

特定健診を受診しましょう
　糖尿病などの生活習慣病は、症状が進んでいて
もほとんど自覚症状がありません。重症化した場
合、通院や入院で多額の治療費を負担しなければ
ならなくなります。毎年40歳から74歳までの人
を対象に、生活習慣病の早期発見や予防に役立つ
特定健診を実施しています。1年に1回は特定健診
を受診してご自身の健康状態を確認しましょう。

重複受診はやめましょう
　同じ病気、同じ症状で複数の医療機関を受診す
ると、検査料や薬などの費用が重複してかかり、
医療費の増加につながります。また、それぞれの
医療機関で適切な用量・用法の薬を処方されるた
め、それらを重複して服用されると体に悪影響を
及ぼす可能性があります。

　高齢化の進展や医療技術の高度化などの要因に
よって、加入者一人当たりの医療費は増加傾向に
あります。国民健康保険制度が安定的に運営でき
るよう、医療費の抑制にご協力をお願いします。

国民健康保険に加入している人へ
医療費の抑制に

ご協力をお願いします

※特定健診の結果、生活習慣の改善が必要と判定され
た人は、生活習慣を見直すための特定保健指導を無
料で利用できます。

※急な病気やケガなどで、救急車を呼ぶか、病院に行くか、
迷ったときには、救急医療電話相談をご利用ください。

◇おとな（概ね15歳以上）　☎♯7119（毎日24時間）
　IP電話、ひかり電話などで利用できない場合は☎083-

921-7119
◇こども(概ね15歳未満)
　☎♯8000（毎日午後7時～翌朝8時）
　IP電話、ひかり電話などで利用できない場合は☎083-

921-2755
　ただし、緊急・重症の場合は迷わず119番してください。

問健康保険課 保険年金係　☎ 52-5809


